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一
〇
月
二
〇
日
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
は
、
議
会
及
び
知
事
に
対
し
、
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
・
勧

告
・
意
見
」
を
行
い
ま
し
た
。
内
容
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
す
。

今
回
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会

勧
告
は
、
月
例
給
・
一
時
金
の

改
善
、
地
域
手
当
の
割
合
の
ア

ッ
プ
と
い
う
内
容
に
な
り
ま
し

た
。
三
年
連
続
の
給
与
改
善
勧

告
は
、
こ
れ
ま
で
の
組
合
の
粘

り
強
い
取
り
組
み
の
成
果
と
い

え
ま
す
。

し
か
し
こ
の
間(

三
年
間)

の

消
費
税
増
税
・
物
価
の
上
昇
を

考
え
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
活
の

改
善
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

何
よ
り
も
中
高
年
齢
者
の
生

活
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
「
給

与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
で
す
。

※
下
の
欄
参
照

こ
れ
に
よ
り
中
高
年
齢
層
は
大
幅

な
給
与
削
減
を
受
け
て
い
ま
す
。
経

過
措
置
に
よ
る
現
給
補
償
は
今
年
差

額
の
の
２
／
３
と
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
削
減
が
九
〇
〇
〇
円
の
場

合
、
六
〇
〇
〇
円
の
補
償
…
三
〇
〇

〇
円
の
損
失
で
す
。
こ
れ
で
は
、
四

〇
〇
円
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
や
〇
．
三

％
の
地
域
手
当
ア
ッ
プ
で
は
も
と
の

水
準
に
は
戻
り
ま
せ
ん
。

元
の
水
準
に
達
し
な
い
職
員
の
割

合
は
、
給
与
表
に
基
づ
く
県
費
職
員

扶
養
手
当

の
見
直
し
に

お
い
て
、
子
に
係
る
手
当
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

は
も
ろ
手
を
挙
げ
て
賛
成
で

す
。し

か
し
問
題
は
配
偶
者
に
係

る
手
当
の
削
減
に
あ
り
ま
す
。

勧
告
で
は

「
配
偶
者
に
係
る
手
当
を
支
給

す
る
民
間
事
業
所
の
割
合
や

配
偶
者
を
扶
養
親
族
と
す
る

県
職
員
は
減
少
傾
向
」

「
県
内
民
間
企
業
に
お
け
る
配

偶
者
お
よ
び
子
に
係
る
手
当

の
見
直
し
の
状
況
」

か
ら
、
配
偶
者
手
当
を
半
減(

経

過
措
置
と
し
て
→
▼
三
〇
〇
〇

円
→
▼
三
五
〇
〇
円)

す
る
よ
う

に
求
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
勧
告
の
配
偶
者
手
当

削
減
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
県

内
民
間
企
業
の
配
偶
者
手
当
支

給
動
向
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

平
成
一
八
年
度
か
ら
同
二
八
年

度
の
十
年
間
に
八
〇
．
三
％
か

ら
七
三
．
三
％
と
、
わ
ず
か
七

％
の
減
少
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
、

国(

人
事
院
勧
告)

に
追
随
し
、

最
初
か
ら
配
偶
者
手
当
の
削
減

あ
り
き
と
い
う
そ
し
り
を
免
れ

ま
せ
ん
。

し
か
も
、
民
間
の
支
給
額
平

均
は
、
配
偶
者
の
み
で
一
三
六

三
八
円
。
配
偶
者
と
子
一
人
で

一
九
二
一
三
円
。
配
偶
者
と
子

二
人
で
二
四
五
〇
四
円
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
「
見
直
し
」
後
の
私

た
ち
の
支
給
額
と
比
較
し
て

み
る
と
、

配
偶
者
の
み
…
▼
七
一
三
八

円
。

配
偶
者
と
子
一
人
…
▼
二
七

一
三
円

配
偶
者
と
子
二
人
…
△
一
九

九
六
円

と
な
り
、
多
く
の
職
員
の
収

入
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
予

想
さ
れ
ま
す
。

の
実
に
四
六
％
に
及
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
こ
の
勧
告
が
私
た
ち
の

生
活
改
善
を
真
剣
に
考
え
た
立
場
に

立
っ
た
も
の
と
は
、
と
う
て
い
言
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
一
時
金(

ボ
ー
ナ
ス
…
期
末

手
当
と
勤
勉
手
当
か
ら
な
る)

の
ア

ッ
プ
分
は
、
成
果
主
義
を
反
映
す
る

勤
勉
手
当
に
組
み
込
ま
れ
、
全
て
の

職
員
が
享
受
で
き
る
改
善
と
は
な
ら

な
い
の
で
す
。

今
回
の
勧
告
を
受
け
て
組
合

に
対
し
、
県
当
局
提
案
が
行
わ

れ
ま
す
。

一
一
月
九
日
で
す
。
こ
の
日

が
第
一
回
の
交
渉
と
な
り
ま

す
。
埼
教
組
は
「
地
公
労
共
闘

会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参

加
し
ま
す
。
そ
の
後
、
第
二

回
、
第
三
回
と
交
渉
を
重
ね
る

予
定
で
す
。

終
盤
に
は
、
多
く
の
組
合
員

が
直
接
意
見
を
述
べ
る
交
渉
に

な
る
で
し
ょ
う
。
越
教
組
も
積

極
的
に
参
加
し
、
教
職
員
の
生

活
改
善
の
た
め
力
を
出
し
切
る

姿
勢
で
す
。

≪賃金改定≫ △…アップ ▼…ダウン

○民間給与との較差(－1641円…0.42%)を解消
する。

◇ベースアップ 若年層 △１５００円

中高年層 △４００円

再任用職 △４００円
◇地域手当 ９.０%→９.３%(△０.３%)

2017年度はさらに△0.4%の９.７%に

○一時金も民間較差(－0.1 月)を解消する。
◇４.２月→４.３月(△０.１月)

◇再任用者２.２月→２.２５月(△0.05月)

○扶養手当の見直し

◇配偶者
現行13000円→2017年度10000円(▼3000円)

→2018年度6500円(▼3500円)

◇子ども

現行6500円→2017年度8000円(△1500円)→
2018年度10000円(△2000円)

≪意見≫
① 人材の確保の重要性
② 女性職員の活躍促進

③ 仕事と家庭の両立支援制度の充実

2014年度、国家公務員の給与が高い(特に高齢者)との批判

を受け、平均２％削減した措置。且つ、地域生活較差を理由

に地域手当の割合を細分化し、収入に差をつけた。これによ

り中央と地方の国家公務員の給与に較差が生じた。

この削減案に地方もそのあおりを受けた。多くの人事委員

会で給与表の削減を勧告。ただ、地域手当は段階的に増額

していく方向となった。これにより高年齢層で基本

給13000円以上の削減となった。

当時の交渉の中心的事項で、粘り強い交渉の

結果、経過措置が実現。

☟
２０１５年度 減額分を全額補償。

２０１６年度 減額分の2/3を補償。

２０１７年度 減額分の1/3を補償。

２０１８年度 見直した給与体系の完全実施

人事委員会勧告の概要

「給与制度の総合的見直し」って何?

給与明細票の欄外に

経過措置を含まない金額が

明記されています。基本

給との差額が補償金

額です。


